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３つの基礎年金があなたをサポート
対象 受給額

老齢基礎年金 国民年金保険料を納めた期間（保険料免除期間を含む）
が25年以上ある人が65歳から受けられます。

79万2,100円（平成20年度　満額)

障害基礎年金

初診日（病気やケガで初めて医師の診療を受けた日）に
国民年金に加入していた人(20歳前や60歳以上65歳
未満の人を含む)が、一定の障害の状態になったときに
受けられます。

（１級）99万100円(平成20年度　定額）
（２級)79万2,100円（　　　　〃　　 　）

遺族基礎年金

国民年金加入中に死亡または老齢基礎年金を受ける資
格期間を満たした人が死亡したときに、その人に生計
を維持されていた子のある妻、または子に支給されま
す。

子のある妻  　　102万円　（平成20年度）
子のみ　　　　　 79万2,100円（　　〃　　）
※子が２人以上の場合には、さらに加算があります。

■ 

働
く
世
代
が
高
齢
者
世
代
を
支
え
る

　

国
民
年
金
は
、
働
く
世
代
が
高
齢
者
世
代
を

支
え
る
「
世
代
間
扶
養
」
の
仕
組
み
に
よ
り
成

り
立
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
働
く
世
代
が
負

担
す
る
保
険
料
が
高
齢
者
の
収
入
（
年
金
給
付
）

に
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
に

な
る
ま
で
の
40
年
間
納
め
ま
す
。
保
険
料
は
、

加
入
者
年
齢
・
性
別
・
所
得
に
関
係
な
く
一
律
。

来
年
３
月
ま
で
は
月
額
１
万
４
，
４
１
０
円
で

す
。

■ 

給
付
の
一
部
を
国
が
負
担

　

基
礎
年
金
の
給
付
に
必
要
な
費
用
の
３
分
の

１
が
国
の
負
担
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

国
の
負
担
は
平
成
21
年
度
ま
で
に
は
２
分
の
１

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

■ 

老
後
を
支
え
る
安
心
の
終
身
保
障

　

国
民
年
金
は
、
生
涯
に
わ
た
り
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
物
価
の
変
動
に
合
わ
せ
て
年

金
額
が
見
直
さ
れ
る
の
で
、
将
来
に
わ
た
っ
て

同
じ
価
値
の
年
金
が
保
障
さ
れ
ま
す
。

■ 

不
測
の
事
態
に
あ
な
た
を
支
え
ま
す

　

病
気
や
ケ
ガ
で
働
け
な
く
な
っ
た
と
き
や
一

家
の
支
え
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
障
害
基

礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
あ
な
た
や
あ
な
た

の
家
族
を
支
え
ま
す
。

■ 

保
険
料
は
必
ず
納
め
ま
し
ょ
う

　

こ
の
よ
う
に
国
民
年
金
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
利

点
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
利
点
を
受
け
る
た

め
に
は
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
前
提
で
す
。

保
険
料
は
、
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
で
直
接
納

め
る
ほ
か
、
口
座
振
替
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
携
帯
電
話
な
ど
で
納
付
で

き
ま
す
。
ま
た
、
経
済
的
に
納
め
る
こ
と
が
難

し
い
人
に
は
免
除
に
な
る
制
度
も
あ
り
ま
す
。

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

受けられる資格があっても、請求をしないと受給できません。市役所でも請求手続きができるものがあります。
詳細についてはお問い合わせください。

第１号被保険者だけの独自の給付
対象 受給額

寡婦年金
第１号被保険者として保険料を納めた期間（免除期間
含む）が25年ある夫が死亡したとき、妻が60歳から65
歳になるまで受けられます。

夫の第１号被保険者期間について計算した老齢基礎年金
（付加年金を除く）の４分の３

死亡一時金

第１号被保険者として保険料を36月以上納めた人が老
齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡
し、その遺族が障害基礎年金受けられない場合や、寡婦
年金を選択しない場合に請求できます。

保険料を納付した期間に応じた金額
12万円から32万円

※障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるためには、初診日や死亡日の属する月の前々月までの公的年金加入期間のうち、納付または免除期間が
３分の２以上あること、または直近１年間に未納がないことが必要

※第1号被保険者とは農業・自営業者・学生などの20歳以上60歳未満の人

老
後
や
万
一
に
備
え
て

国
民
年
金
保
険
料
を
必
ず
納
め
よ
う

　

11
月
は
「
ね
ん
き
ん
月
間
」。
国
民
年
金
の
仕
組
み

を
正
し
く
理
解
し
、
老
後
に
備
え
ま
し
ょ
う
。
こ
の
機

会
に
、
身
近
で
大
切
な
年
金
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ

ん
か
。

問
い
合
わ
せ
は

　
　

国
保
年
金
課　
　
　
　
　

☎
８
９
８
―
６
２
５
４

　
　

前
橋
社
会
保
険
事
務
所　

☎
２
３
１
―
１
７
０
６

国民年金の種類

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の

基
準
に
つ
い
て

Q　

腹
囲
の
基
準
に
男
女
差
が
あ
る
の
は
ど
う
し
て

で
す
か
。

A　

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と
は
、
お
な
か

の
中
に
脂
肪
が
た
ま
る
も
の
で
す
が
、
皮
下
脂
肪
に
比

べ
内
臓
脂
肪
の
方
が
健
康
へ
の
危
険
度
が
高
く
な
っ
て

い
ま
す
。
男
性
は
内
臓
脂
肪
が
た
ま
り
や
す
い
た
め
、

腹
囲
85
㌢
以
上
、
女
性
は
皮
下
脂
肪
が
た
ま
り
や
す
い

た
め
90
㌢
以
上
と
な
っ
て
い
ま
す
。

特
定
保
健
指
導
に
つ
い
て

Q　

健
診
結
果
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
指
導
を
受
け

る
の
で
す
か
。

A　

特
定
保
健
指
導
は
、
特
定
健
診
に
よ
っ
て
メ
タ

ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
リ
ス
ク
が
高
い
と
さ
れ
た

人
が
、
自
分
の
健
康
状
態
を
知
り
、
生
活
習
慣
の
改
善

に
向
け
て
取
り
組
め
る
よ
う
に
、
医
師
や
保
健
師
、
栄

養
士
な
ど
が
支
援
す
る
制
度
で
す
。
リ
ス
ク
要
因
の
程

度
や
数
に
よ
り
、「
動
機
付
け
支
援
」と
「
積
極
的
支
援
」

胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
診
に
つ
い
て

Q　

昨
年
度
ま
で
は
レ
ン
ト
ゲ
ン
車
が
町
の
集
会
所

な
ど
に
来
て
い
ま
し
た
が
、今
後
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。

A　

昨
年
度
ま
で
は
レ
ン
ト
ゲ
ン
車
に
よ
る
集
団
検

診
方
式
で
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
駐
車
場
や
交
通
安

全
、
騒
音
の
問
題
な
ど
に
よ
っ
て
、
大
胡
・
宮
城
・
粕

川
地
区
を
除
き
４
月
か
ら
地
区
公
民
館
単
位
の
24
会
場

で
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
11
月
30
日
㈰
・
12
月
７

日
㈰
に
は
、
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー
で
新
さ
わ
や
か
健
診

も
同
時
に
行
い
ま
す
。
詳
し
く
は
「
健
康
の
し
お
り
」

を
ご
覧
に
な
る
か
、
直
接
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
か
か
り
つ
け
医
で
も
受
診
で
き
ま
す
。
新
さ

わ
や
か
健
診
と
一
緒
に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

が
あ
り
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
国
保
加
入
者
で
特
定
健
診
を
受
診
し
た

人
を
対
象
に
、
健
診
の
結
果
に
よ
っ
て
特
定
保
健
指
導

利
用
券
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。
保
健
指
導
の
利
用
は
自

由
で
す
が
、
ぜ
ひ
生
活
習
慣
の
改
善
に
向
け
て
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。

重
粒
子
線
治
療
施
設
に
つ
い
て

Q　

群
馬
大
の
重
粒
子
線
治
療
施
設
で
は
、
ど
の
よ

う
な
治
療
が
受
け
ら
れ
る
の
で
す
か
。

A　

世
界
最
先
端
の
が
ん
治
療
法
で
あ
る
重
粒
子
線

治
療
は
、
従
来
の
放
射
線
治
療
と
比
べ
る
と
、
①
が
ん

病
巣
だ
け
に
照
射
で
き
、
周
囲
の
臓
器
を
傷
つ
け
な
い

た
め
副
作
用
が
少
な
い
②
今
ま
で
治
療
の
難
し
か
っ
た

が
ん
に
も
有
効
③
治
療
効
果
が
高
く
短
期
間
で
治
療
が

で
き
る
な
ど
の
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
市
民
の
健
康
を
守
る
環
境
づ
く
り
の
た

め
、こ
の
施
設
建
設
に
積
極
的
な
支
援
を
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
治
療
費
は
保
険
適
用
外
の
た
め
約
３
０
０
万

円
と
高
額
で
す
。
今
後
、
県
と
協
調
し
て
保
険
適
用
と

な
る
よ
う
国
に
働
き
か
け
て
い
き
ま
す
。

　

７
月
か
ら
「
市
民
力
・
地
域
力
に
よ
る
健
康
づ
く
り
」
を
テ
ー
マ
に
市
政
懇
談

会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
健
康
は
「
守
る
も
の
」
か
ら
「
つ
く
る
も
の
」
と
い
う

積
極
的
な
視
点
に
立
ち
、
地
域
と
行
政
が
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
市
民
全
体
で
健

康
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
９
月

と
10
月
に
開
催
さ
れ
た
９
地
区
で
の
意
見
交
換
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

活
発
な
意
見
交
換

問
い
合
わ
せ
は

　
　

市
政
懇
談
会
に
つ
い
て
は　

市
政
発
信
課　

☎
8
9
8
―
6
6
4
4

　
　
　

検
診
や
保
健
指
導
、重
粒
子
線
治
療
施
設
に
つ
い
て
は　

保
健
予
防
課　

☎
２
２
３
―
８
８
４
４

（ ）

市
政
懇
談
会


